
(令和2年2月21日現在）

↓入国エリア（２F）

広報キャンペーン
JPPA(日本養豚協会)と共に

消毒マットによる靴底消毒

広報活動（動物検疫に関する注意喚起）

ポスター掲示、パンフレット設置等

手荷物として持ち込む畜産物等の検査

入国者に対する口頭質問

活動中の検疫探知犬

出国エリア（３F）

←

羽田空港における水際対策

TIATデジタルサイネージ（１７ヶ所）及び税関検

査場内の税関のデジタルサイネージで画像を放映
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